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局
処
務
規
程
の
一
部
改
正
…
��

規

程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
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…
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…
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○
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（
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…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
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部
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境
政
策
課
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○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
…
…（
水
道
局
）…
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○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
…
…（
同
）…
��

○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
…（
下
水
道
局
）…
��

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
板
橋
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の

設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

板
橋
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

板
橋
区
板
橋
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

板
橋
区
板
橋
一
丁
目
十
二
番
七
号
谷
川
ビ
ル
二
〇
三
号
室

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

六

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
官
報

に
掲
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
四
年
八
月
二
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
一
号

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支

援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
し
た
の
で
、

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

支
援
法
人
の
名
称

イ
ン
ケ
ア
フ
ィ
ッ
ト
株
式
会
社

二

支
援
法
人
の
住
所

世
田
谷
区
太
子
堂
一
丁
目
十
二
番
三
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十
九
号

三

支
援
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地

世
田
谷
区
太
子
堂
一
丁
目
十
二
番
三

十
九
号

四

指
定
年
月
日

令
和
四
年
七
月
十
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
八
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す

る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17628号）東 京 都 公 報令和4年7月29日（金曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

立
川
松
中
ア
パ
ー
ト
駐
車

場

立
川
市
一
番
町
五
丁
目

八
番

四
二
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

北
烏
山
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

世
田
谷
区
北
烏
山
二
丁

目
九
番

一
〇
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、

当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚

染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す

る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

要
措
置
区
域

別
図
の
と
お
り
（
昭
島
市
田
中
町
及
び
同
市
拝

島
町
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
並
び
に
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置

地
下
水
の

水
質
の
測
定
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
昭
島
市
田
中
町

及
び
同
市
拝
島
町
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
八
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
九
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申

出
に
基
づ
き
認
定
し
た
病
院
及
び
診
療
所
並
び
に
同
申
出
が
撤
回
さ

れ
た
病
院
を
別
表
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
全
部
の

効
力
を
停
止
す
る
こ
と
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
三

号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六

号
）
第
百
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

事
業
者

の
名
称

事
業
所
の

名
称

事
業
所
の

所
在
地

処
分
年

月
日

指
定
の

全
部
の

効
力
の

停
止
の

内
容

訪
問
介
護

株
式
会

社
ミ
ラ

イ
エ

訪
問
介
護

事
業
所
ミ

ラ
イ
エ

東
村
山
市

恩
多
町
一

丁
目
五
十

九
番
二
号

令
和
四

年
六
月

十
六
日

令
和
四

年
十
月

一
日
か

ら
令
和

四
年
十

二
月
三

十
一
日

ま
で
の

期
間
、

現
在
及

び
新
規

利
用
者

の
受
入

れ
を
停

止
す
る

こ
と
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
一
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
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施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

川
崎
町
田

二

変
更
の
区
間

町
田
市
成
瀬
四
丁
目
四
千
六
百
二
十
番
二
地
内

か
ら
同
所
四
千
六
百
二
十
八
番
四
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
三
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
高
井
戸
公
園

別
図
⑴
の
と
お
り

令
和
四
年
八
月
一

日

東
京
都
立
神
代
植
物
公
園

別
図
⑵
の
と
お
り

同
日
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
四
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
有
料
施
設
を
設
置
す

る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称
及
び
規
模

東
京
都
立
高
井
戸
公
園
野
球
場

一
面

二

設
置
年
月
日

令
和
四
年
八
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
五
号

東
京
都
海
上
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
立
有
明
親
水
海
浜
公
園

の
区
域
及
び
面
積
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

区
域

別
図
の
と
お
り

二

面
積

一
九
、
〇
九
二
・
八
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三

設
置
年
月
日

令
和
四
年
八
月
一
日
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訓

令
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
第
二
号

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
平
成
十
六
年
東

京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日東

京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

第
九
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
設
置
運
営
要
綱
（
令
和
三
年
二
月
二

十
四
日
二
総
人
制
第
九
百
三
十
九
号
総
務
局
長
決
定
）
別
表

に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
対
象
と
な
る
組
織
の
中
に
知
事
部
局

等
が
含
ま
れ
る
も
の

第
九
条
第
二
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
六
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休

暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す

る
規
程
（
平
成
七
年
交
通
局
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。
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別
表
第
一
電
車
部
の
部
駅
務
管
区
の
項
中
「
管
区
長
、
課
長
代
理

（
区
長
）
及
び
庶
務
担
当
職
員
普
通
勤
務
イ
交
替
勤
務
イ
」
を

「
管
区
長
、
課
長
代
理
（
区
長
）
及
び
庶
務
担
当
職
員

普
通
勤

定
期
券
発
売
所
業
務
に
従
事
す
る
職
員

普
通
勤

務
イ

交
替
勤
務
イ

に
改
め
る
。

務
ロ

交
替
勤
務
イ
」

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
な
と
障
が
い
者
福
祉
事
業
団

二

代
表
者
の
氏
名

堀

信
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

港
区
芝
一
丁
目
八
番
二
十
三
号

港
区
立
障
害
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
四
年
六
月
三
日
か
ら
令
和
九
年
六
月
二
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｌ
ｅ
ａ
ｒ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ

ｆ
ｏ
ｒ

Ａ
ｌ

ｌ
二

代
表
者
の
氏
名

李

炯
植

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
新
宿
五
丁
目
一
番
一
号

ロ
ー
ヤ
ル
マ
ン
シ
ョ
ン
ビ
ル

四
〇
四
号

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
九
年
六
月
二
十
七
日
ま
で

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出

に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
印
刷
局
王

子
工
場
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
着
工
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局

理
事
長

岸
本

浩

港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
二
番
五
号

二

対
象
事
業
の
名
称

国
立
印
刷
局
王
子
工
場
整
備
事
業

三

工
事
着
手
の
予
定
年
月
日

令
和
四
年
七
月
三
十
一
日

四

工
事
完
了
の
予
定
年
月
日

令
和
十
二
年
五
月
三
十
一
日

五

届
出
日

令
和
四
年
七
月
十
三
日

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出

に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
井
町
駅
周
辺

広
町
地
区
開
発
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
着
工
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

深
澤

祐
二

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

二

対
象
事
業
の
名
称

大
井
町
駅
周
辺
広
町
地
区
開
発

三

工
事
着
手
の
予
定
年
月
日

令
和
四
年
八
月
一
日

四

工
事
完
了
の
予
定
年
月
日

令
和
七
年
十
月
三
十
日

五

届
出
日
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令
和
四
年
七
月
十
三
日

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
四
三

八

株
式
会
社

ヤ
マ
カ
ン

山
田

徹

千
葉
県
千
葉

市
花
見
川
区

三
角
町
二
十

九
番
地
二

令
和
四
年

六
月
二
十

五
日

一
〇
四
三

九

テ
ラ
シ
タ

住
設

寺
下

尚
記

神
奈
川
県
厚

木
市
戸
室
二

丁
目
十
四
番

五
号
望
月
方

同
日

一
〇
四
四

〇

株
式
会
社

結
城
総
建

金
園

一
貴

板
橋
区
東
新

町
一
丁
目
三

十
四
番
十
二

号

同
日

一
〇
四
四

一

有
限
会
社

八
光
設
備

工
業

小
島

和
弘

埼
玉
県
所
沢

市
西
所
沢
一

丁
目
十
五
番

十
四
号

同
日

一
〇
四
四

二

エ
ー
ス
工

業
株
式
会

社

石
川

京
子

埼
玉
県
蕨
市

中
央
一
丁
目

三
十
五
番
三

号

同
日

一
〇
四
四

三

六
水
工
業

株
式
会
社

村
上

弘
樹

足
立
区
西
新

井
四
丁
目
二

十
六
番
三
十

七
号

同
日

一
〇
四
四

四

株
式
会
社

ア
プ
レ

勝
田

浩
之

杉
並
区
下
井

草
五
丁
目
十

九
番
十
五－

三
〇
二
号

同
日

一
〇
四
四

五

株
式
会
社

今
井
設
備

今
井

正
神

足
立
区
古
千

谷
本
町
四
丁

目
三
番
八
号

同
日

一
〇
四
四

六

株
式
会
社

フ
ァ
ー
ス

ト

白
石

健
一

練
馬
区
土
支

田
三
丁
目
四

番
二
十
一
号

同
日

一
〇
四
四

七

株
式
会
社

Ａ
Ｉ
Ｓ

菅
原

裕
之

練
馬
区
土
支

田
三
丁
目
二

十
番
八
号
ル

セ
ル
ベ
一
〇

三
号
室

同
日

一
〇
四
四

八

Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

Ｏ
設
備

横
田

敏
剛

江
東
区
東
雲

一
丁
目
五
番

十
八
号
一
〇

〇
五
室
ク
レ

ヴ
ィ
ア
豊
洲

同
日

一
〇
四
四

九

株
式
会
社

な
か
や
ま

中
山

英
樹

埼
玉
県
所
沢

市
若
松
町
千

百
十
番
地
の

二
十
五

同
日

一
〇
四
五

〇

曽
我
興
業

曽
我

真
洸

東
久
留
米
市

滝
山
六
丁
目

一
番
二
十－

五
〇
八

同
日

一
〇
四
五

一

Ｔ
Ｏ
Ｍ
Ｅ

水
道

新
留

浩
薫

神
奈
川
県
相

模
原
市
南
区

新
戸
二
千
五

百
三
番
地
三

同
日

一
〇
四
五

二

創
志

德
田

修

八
王
子
市
横

川
町
六
百
八

十
二
番
地
一

ク
ラ
ウ
ン
ハ

ウ
ス
二
〇
七

同
日

号

一
〇
四
五

三

Ｙ
’
ｓ
カ

ン
パ
ニ
ー

吉
田

清

神
奈
川
県
川

崎
市
川
崎
区

大
島
上
町
二

十
二
番
十
九

号
リ
ボ
ー
ン

ハ
イ
ツ
一
〇

七

同
日

一
〇
四
五

四

水
道
修
理

の
専
門
店

昭
和
水

道
サ
ー
ビ

ス

矢
野

栄
哲

台
東
区
上
野

六
丁
目
八
番

十
九－

三
〇

一
号

同
日

一
〇
四
五

五

株
式
会
社

多
摩
水
道

サ
ー
ビ
ス

佐
藤

裕
紀

昭
島
市
田
中

町
一
丁
目
七

番
十
七－

一

〇
五
号

同
日

一
〇
四
五

六

株
式
会
社

サ
キ
ガ
ケ

山
本

魁
栄

八
王
子
市
大

谷
町
五
十
四

番
地
七
十
八

同
日

一
〇
四
五

七

株
式
会
社

一
水
社

澤
田

孝
史

千
代
田
区
九

段
南
三
丁
目

七
番
八
号

同
日

一
〇
四
五

八

サ
ト
ウ
設

備

佐
藤

雅
之

日
野
市
高
幡

千
二
十
六
番

地
の
十
五

同
日

一
〇
四
五

九

株
式
会
社

髙
畠
設
備

工
業

髙
畠

正
美

北
区
東
十
条

五
丁
目
十
七

番
六
号

同
日

一
〇
四
六

〇

株
式
会
社

す
い
ど
う

や

田
中

直
人

千
葉
県
市
川

市
本
行
徳
一

番
十
四
号

同
日

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
に

つ
い
て
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水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

廃
止
年

月
日

六
七
一
三

進
和
総
設

株
式
会
社

出
嶋

豊

町
田
市
木
曽

西
四
丁
目
二

十
五
番
五
号

平
成
二
十

二
年
三
月

三
十
一
日

七
五
二
五

中
央
ビ
ル

テ
ク
ノ
株

式
会
社

森

茂

千
代
田
区
霞

が
関
一
丁
目

四
番
一
号

令
和
三
年

三
月
三
十

一
日

六
七
九
六

有
限
会
社

岡
本
工
業

所

岡
本

一
也

八
王
子
市
椚

田
町
五
百
五

十
八
番
地
二

十
八

同
年
七
月

二
十
日

六
九
三
三

長
田
設
備

長
田

拓
二

江
戸
川
区
東

小
岩
四
丁
目

五
番
十
一
号

令
和
四
年

三
月
三
日

七
三
九
二

新
開
工
業

株
式
会
社

西
野

惠
三

八
王
子
市
叶

谷
町
千
五
百

十
番
地

同
年
五
月

三
十
一
日

七
三
七
一

髙
畠
設
備

工
業

髙
畠

正
美

北
区
東
十
条

五
丁
目
十
七

番
六
号
ク
レ

ー
ル
東
十
条

一－

Ｃ

同
年
六
月

二
十
五
日

九
四
四
七

多
摩
水
道

サ
ー
ビ
ス

佐
藤

裕
紀

昭
島
市
田
中

町
一
丁
目
七

番
十
七－

一

〇
五
号

同
日

九
六
八
六

株
式
会
社

相
鉄
ピ
ュ

石
井

聖
康

神
奈
川
県
横

浜
市
泉
区
緑

同
月
三
十

日

ア
ウ
ォ
ー

タ
ー

園
四
丁
目
三

番
二
十
八
号

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
八
二
四

株
式
会
社

光
匠

柳
田

恵
介

調
布
市
飛
田
給
三
丁
目

十
七
番
地
十
八

五
八
二
五

株
式
会
社

一
水
社

澤
田

孝
史

千
代
田
区
九
段
南
三
丁

目
七
番
八
号

五
八
二
六

サ
ト
ウ
設

備

佐
藤

雅
之

日
野
市
高
幡
千
二
十
六

番
地
の
十
五

五
八
二
七

株
式
会
社

多
摩
水
道

サ
ー
ビ
ス

佐
藤

裕
紀

昭
島
市
田
中
町
一
丁
目

七
番
十
七
号

ラ
イ
オ

ン
ズ
ガ
ー
デ
ン
一
〇
五

号
室

五
八
二
八

尾
方
工
業

株
式
会
社

尾
方

英
士

練
馬
区
北
町
五
丁
目
十

五
番
十
六
号

五
八
二
九

株
式
会
社

シ
ン
ヨ
ー

平
辻

亮

練
馬
区
氷
川
台
三
丁
目

三
十
三
番
二
十
号

レ

ー
ヴ
氷
川
台
一
〇
一
号

室

二

指
定
年
月
日

令
和
四
年
六
月
二
十
九
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


